
第
二
百
十
一
回

国

会

参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日（
火
曜
日
）

午
前
十
時
開
会

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

委
員
の
異
動

四
月
十
七
日

辞
任

補
欠
選
任

高
橋
は
る
み
君

馬
場

成
志
君

ゆ
藤

嘉
隆
君

古
賀

之
士
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

出
席
者
は
左
の
と
お
り
。

委
員
長

高
橋

克
法
君

理

事

赤
池

誠
章
君

今
井
絵
理
子
君

上
野

通
子
君

熊
谷

裕
人
君

伊
藤

孝
恵
君

委

員

赤
松

健
君

臼
井

正
一
君

櫻
井

充
君

末
松

信
介
君

馬
場

成
志
君

橋
本

聖
子
君

古
賀

千
景
君

古
賀

之
士
君

宮
口

治
子
君

伊
藤

孝
江
君

竹
内

真
二
君

中
条
き
よ
し
君

松
沢

成
文
君

吉
良
よ
し
子
君

ゴ
後

靖
彦
君

国
務
大
臣

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子
君

副
大
臣

文
部
科
学
副
大
臣

簗

和
生
君

事
務
局
側

常
任
委
員
会
専
門

員

武
蔵

誠
憲
君

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

本
日
の
会
議
に
付
し
た
案
件

○
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案（
内
閣
提
出
、

衆
議
院
送
付
）

○
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す
る
件

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
高
橋
克
法
君
）
た
だ
い
ま
か
ら
文
教
科
学
委

員
会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。

委
員
の
異
動
に
つ
い
て
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

昨
日
、
ゆ
藤
嘉
隆
君
及
び
高
橋
は
る
み
君
が
委
員
を
辞

任
さ
れ
、
そ
の
補
欠
と
し
て
古
賀
之
士
君
及
び
馬
場
成
志

君
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
高
橋
克
法
君
）
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。

政
府
か
ら
趣
旨
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
す
。
永
岡
文
部

科
学
大
臣
。

○
国
務
大
臣（
永
岡
桂
子
君
）
こ
の
度
、
政
府
か
ら
提
出

い
た
し
ま
し
た
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

私
立
学
校
に
在
学
す
る
学
生
生
徒
の
、
生
徒
等
の
割
合

は
、
大
学
、
短
大
で
約
七
割
、
高
等
学
校
で
約
三
割
、
幼

稚
園
で
約
九
割
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
建
学
の
精

神
に
基
づ
い
て
、
個
性
豊
か
な
教
育
活
動
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。
質
及
び
量
の
両
面
か
ら
我
が
国
の
公
教
育
を
支

え
る
私
立
学
校
が
、
社
会
の
一
層
の
信
頼
を
得
て
、
今
後

も
持
続
可
能
な
発
展
を
遂
げ
る
た
め
に
は
、
社
会
の
要
請

に
応
え
つ
つ
、
学
校
法
人
自
ら
が
主
体
性
を
持
っ
て
実
効

性
の
あ
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
改
革
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
執
行
と
監

視
、
監
督
の
役
割
を
明
確
化
し
、
分
離
す
る
こ
と
を
基
本

的
な
考
え
方
と
し
て
、
理
事
、
理
事
会
、
監
事
及
び
評
議

員
、
評
議
員
会
の
権
限
分
配
を
改
め
て
整
理
し
、
私
立
学

校
の
特
性
等
に
配
慮
し
た
上
で
、
各
機
関
の
建
設
的
な
協

働
と
相
互
牽
制
を
確
立
し
、
学
校
法
人
の
管
理
運
営
制
度

の
改
善
を
図
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
の
概
要
に
つ
い
て
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
役
員
等
の
資
格
、
選
解
任
の
手
続
等
や
、
各

機
関
の
職
務
及
び
運
営
等
の
管
理
運
営
制
度
の
見
直
し
を

図
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
理
事
の
選

任
は
理
事
選
任
機
関
が
行
う
こ
と
と
し
、
選
任
に
当
た
っ

て
、
理
事
選
任
機
関
は
あ
ら
か
じ
め
評
議
員
会
の
意
見
を

聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
監
事
の
選

解
任
は
評
議
員
会
の
決
議
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
と
し
、
役

員
と
親
族
関
係
に
あ
る
な
ど
、
特
別
な
利
害
関
係
を
有
す

る
者
の
就
任
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
加
え

て
、
評
議
員
と
理
事
と
の
兼
職
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
、

理
事
や
理
事
会
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
評
議
員
や
、
役
員
等

と
特
別
な
利
害
関
係
を
有
す
る
評
議
員
及
び
教
職
員
で
あ

る
評
議
員
の
評
議
員
総
数
に
占
め
る
割
合
に
一
定
の
上
限

を
設
け
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
学
校
法
人
に
お
け
る
意
思
決
定
の
在
り
方
に

つ
い
て
見
直
し
を
図
る
こ
と
と
し
、
大
学
等
を
設
置
す
る

大
臣
所
轄
学
校
法
人
等
に
お
い
て
は
、
任
意
解
散
、
任
意

解
散
や
合
併
と
い
っ
た
学
校
法
人
の
基
礎
的
変
更
に
係
る

事
項
等
に
つ
い
て
、
理
事
会
の
決
定
に
加
え
、
評
議
員
会

の
決
議
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
三
に
、
会
計
、
情
報
公
開
、
訴
訟
等
に
関
す
る
規
定

を
整
備
す
る
ほ
か
、
役
員
等
に
よ
る
特
別
背
任
、
贈
収

賄
、
目
的
外
の
投
機
取
引
等
に
つ
い
て
の
罰
則
を
整
備
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の

概
要
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ

さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

○
委
員
長（
高
橋
克
法
君
）
以
上
で
趣
旨
説
明
の
聴
取
は

終
わ
り
ま
し
た
。

（
第

六

部
）

一

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】

（
一
一
四
）



本
案
に
対
す
る
質
疑
は
後
日
に
譲
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

○
委
員
長（
高
橋
克
法
君
）
参
考
人
の
出
席
要
求
に
関
す

る
件
に
つ
い
て
お
諮
り
を
い
た
し
ま
す
。

私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
審
査
の
た

め
、
参
考
人
の
出
席
を
求
め
、
そ
の
意
見
を
聴
取
す
る
こ

と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
高
橋
克
法
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
ま
す
。

な
お
、
そ
の
日
時
及
び
人
選
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ

れ
を
委
員
長
に
御
一
任
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
が
、
御
異

議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

〔「
異
議
な
し
」と
呼
ぶ
者
あ
り
〕

○
委
員
長（
高
橋
克
法
君
）
御
異
議
な
い
と
認
め
、
さ
よ

う
決
定
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
こ
れ
に
て
散
会
い
た
し
ま
す
。

午
前
十
時
四
分
散
会

─
─
─
─
・
─
─
─
─

四
月
十
四
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
教
育
費
負
担
の
公
私
間
格
差
を
な
く
し
、
子
供
た

ち
に
行
き
届
い
た
教
育
を
求
め
る
私
学
助
成
に
関
す

る
請
願（
第
八
九
五
号
）（
第
九
〇
六
号
）

一
、
佐
渡
島
の
金
山
の
世
界
遺
産
登
録
推
薦
書
の
公
開

と
対
話
に
関
す
る
請
願（
第
九
〇
七
号
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

─
─
─
─
・
─
─
─
─

四
月
十
七
日
本
委
員
会
に
左
の
案
件
が
付
託
さ
れ
た
。

一
、
私
立
学
校
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

二

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



三

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



四

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



五

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



六

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



七

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



八

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



九

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
〇

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
一

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
二

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
三

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
四

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
五

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
六

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
七

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
八

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



一
九

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
〇

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
一

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
二

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
三

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
四

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
五

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
六

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
七

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
八

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



二
九

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



三
〇

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



三
一

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】



三
二

第
六
部

文
教
科
学
委
員
会
会
議
録
第
七
号

令
和
五
年
四
月
十
八
日
【
参
議
院
】

令
和
五
年
六
月
二
十
六
日
作
成

参
議
院
事
務
局

作
成
者

東
京
法
令
出
版
株
式
会
社


